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複
合
契
約
の
一
つ
と
し
て
の

第
三
者
与
信
型
割
賦
販
売
契
約
の
清
算
の
あ
り
方

平　
　

田　
　

健　
　

治

一　

は
じ
め
に

　

契
約
の
原
型
は
二
当
事
者
で
あ
り
、
民
法
典
の
典
型
契
約
の
大
部
分
は
そ
れ
を
前
提
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
代

で
は
、
多
様
な
複
合
契
約
が
増
え
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
法
的
問
題
も
増
え
て
き
た
。
そ
こ
で
解
決
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
二
当
事

者
の
ル
ー
ル
で
は
十
分
に
対
処
で
き
な
い
現
象
で
あ
る
。

　

第
三
者
与
信
型
割
賦
販
売
契
約
の
特
徴
は
、
二
当
事
者
契
約
が
関
連
な
い
し
結
合
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
二
つ
の
契
約
に
お
け

る
給
付
内
容
は
、
販
売
と
与
信
で
あ
り
、
後
者
が
前
者
を
支
え
る
形
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
二
当
事
者
で
あ
れ
ば
、
売
主
が
直
接
与
信

す
る
形
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、
与
信
の
機
能
は
、
売
主
か
ら
離
れ
、
与
信
者
と
買
主
の
別
契
約
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
機
能
と
し

て
は
つ
な
が
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
各
契
約
の
解
消
原
因
は
同
一
と
は
限
ら
ず
、
そ
の
態
様
も
一
様
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
消
費
者
保
護
の
観

点
か
ら
は
、
解
消
原
因
な
い
し
ト
リ
ガ
を
共
通
化
な
い
し
連
動
さ
せ
た
上
で
、
清
算
関
係
を
単
純
化
、
一
体
化
す
る
要
請
が
語
ら
れ
、
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一
部
は
立
法
化
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
清
算
ル
ー
ト
を
法
定
化
す
る
こ
と
で
透
明
化
す
る
工
夫
（
日
本
な
ど
）、
清
算
当
事
者
を

与
信
者
に
集
中
さ
せ
、
二
当
事
者
に
縮
減
す
る
工
夫
（
ド
イ
ツ
）、
代
金
相
当
額
の
清
算
は
、
売
主
、
消
費
者
、
貸
主
と
流
れ
る
が
、

消
費
者
の
貸
主
へ
の
返
済
に
つ
い
て
売
主
に
保
証
さ
せ
う
る
と
い
う
工
夫
を
施
す
（
フ
ラ
ン
ス
）
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
三
当
事
者
関
係

の
ま
ま
で
、
二
当
事
者
契
約
の
同
時
履
行
関
係
に
類
す
る
関
係
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
も
あ
る
が
、
比
喩
と
し
て
は
と
も
か
く
、

実
用
性
に
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
規
範
的
動
き
の
基
礎
に
は
、
こ
の
契
約
類
型
特
有
の
締
結
過
程
の
事
情
が
働
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
販
売

契
約
締
結
過
程
に
お
い
て
、
販
売
者
が
与
信
契
約
締
結
の
勧
誘
な
い
し
代
行
を
行
う
事
情
で
あ
る
。
こ
れ
ゆ
え
に
、
二
契
約
は
、
結
合

契
約
と
し
て
、
規
範
と
し
て
解
消
の
連
動
性
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
り
（
ド
イ
ツ
）、
二
つ
の
契
約
の
解
消
原
因
が
重
な
り
や
す
い
よ
う

に
案
配
す
る
こ
と
で
事
実
上
連
動
を
実
現
す
る
な
ど
の
工
夫
（
日
本
）
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
そ
の
基
礎
に
は
、
二
契
約
へ
の
機
能
的
分
業
の
リ
ス
ク
を
事
業
者
側
に
再
転
嫁
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
評
価
が
あ
る
。

二　

研
究
の
経
緯

　

筆
者
の
問
題
意
識
の
出
発
点
は
、
二
〇
〇
八
年
の
割
販
法
改
正
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
第
三
者
与
信
型
割
賦
販
売
契
約
に
か

か
わ
る
（
一
部
の
）
与
信
契
約
に
、
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
、
過
量
販
売
解
除
権
、
不
実
告
知
取
消
権
が
導
入
さ
れ
、
筆
者
は
そ
の
分
析
と

合
わ
せ
て
、
解
消
と
清
算
の
問
題
を
検
討
し
た
。
ド
イ
ツ
法
は
、
既
に
、
結
合
取
引
と
い
う
客
観
的
要
件
の
下
に
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
に

お
け
る
清
算
の
一
体
化
が
図
ら
れ
、
他
方
で
は
、
与
信
者
の
主
観
的
態
様
に
も
と
づ
く
保
護
も
補
充
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。
日
本
の

改
正
内
容
も
、
こ
の
よ
う
な
二
元
的
要
素
が
救
済
手
段
に
流
れ
込
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
清
算
方
法
の
法
定
は
、
必
要
最
小
限
の
対
処

と
い
う
立
法
ス
タ
ン
ス
か
ら
の
限
界
が
あ
り
、
そ
の
カ
バ
ー
す
る
範
囲
を
超
え
る
場
合
の
清
算
方
法
は
解
釈
に
委
ね
ら
れ
た
。
筆
者
は

（
3
）
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4
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そ
の
際
に
、
改
正
を
含
め
既
存
の
ル
ー
ル
は
ど
の
よ
う
に
活
用
で
き
る
か
、
で
き
な
い
の
か
が
問
題
と
な
る
の
か
を
論
じ
た
。

　

そ
れ
に
続
き
、
消
費
者
信
用
に
関
す
る
改
正
提
案
を
立
法
の
進
展
と
合
わ
せ
検
討
し
た
。
こ
こ
で
は
、
改
正
提
案
が
念
頭
に
置
く
悪

質
決
済
代
行
者
排
除
問
題
が
、
一
般
法
理
を
ゆ
が
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
を
述
べ
た
。

　

以
上
の
検
討
で
、
現
実
の
取
引
（
こ
れ
自
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
法
的
環
境
に
依
存
す
る
多
様
性
を
持
っ
て
い
る
が
）
に
対
す
る
規

律
が
各
国
で
異
な
り
、
し
か
も
刻
々
変
動
し
て
い
く
場
合
に
、
そ
の
問
題
を
一
般
法
理
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
の
困
難
さ
が
露
呈
さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
あ
ま
り
に
一
般
に
法
理
を
語
っ
て
も
、
現
実
の
規
範
状
況
と
離
れ
た
無
意
味
な
も
の
と
な
る
が
、
か
と
い
っ
て
現
在

の
現
実
に
即
し
す
ぎ
て
も
、
現
象
に
対
す
る
個
別
対
応
に
傾
き
す
ぎ
る
も
の
と
な
り
、
法
理
で
は
な
く
、
個
別
の
政
策
提
案
に
縮
減
さ

れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
の
中
で
、
何
を
語
れ
ば
よ
い
の
か
が
問
題
と
な
る
。

三　

二
〇
〇
八
年
改
正
に
み
る
解
消
原
因
と
清
算
方
法
の
関
連

　

ま
ず
、
二
〇
〇
八
年
の
割
販
法
改
正
を
、
解
消
原
因
と
清
算
方
法
の
関
連
と
い
う
視
角
で
振
り
返
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
販
売
契
約
が
訪
問
販
売
等
に
該
当
し
、
信
用
契
約
が
個
別
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
に
該
当
す
る
場
合
の
信
用
契
約
の
ク
ー
リ
ン

グ
オ
フ
権
。
こ
こ
で
は
、
販
売
契
約
に
関
し
て
は
、
特
商
法
で
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
の
一
部
で
あ
り
、
問
題
は
、

信
用
契
約
の
帰
趨
で
あ
り
、
そ
れ
を
こ
こ
で
独
立
に
認
め
た
（
当
初
は
、
こ
の
類
型
で
も
、
書
面
の
記
載
事
項
の
内
容
を
重
ね
る
こ
と

で
、
ど
ち
ら
に
も
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
権
が
発
生
す
る
手
法
を
考
え
て
い
た
）。
さ
ら
に
、
信
用
契
約
の
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
が
販
売
契
約

の
み
な
し
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
と
し
て
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
で
、
信
用
契
約
側
か
ら
に
限
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
二
契
約
の
同
時
解

消
と
清
算
に
道
を
開
き
、
清
算
方
法
を
消
費
者
や
あ
っ
せ
ん
業
者
の
利
益
に
配
慮
し
つ
つ
、
法
定
し
た
。
片
面
的
で
は
あ
る
が
、
一
体

的
処
理
の
必
要
が
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
連
動
と
い
う
構
成
に
素
直
に
反
映
さ
れ
て
い
る
場
合
と
言
え
よ
う
。

（
5
）
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第
二
に
、
訪
問
過
量
販
売
に
つ
い
て
、
販
売
契
約
の
解
除
権
、
信
用
契
約
の
解
除
権
を
認
め
る
も
の
。
こ
こ
で
は
、
み
な
し
連
動
の

構
成
は
取
ら
れ
ず
、
個
別
の
契
約
の
解
除
権
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
客
観
的
要
件
が
重
な
る
た
め
、
一
体
的
清
算
は
そ
の
限
り
で
確

保
可
能
で
あ
り
、
そ
の
際
の
清
算
方
法
は
、
第
一
の
場
合
と
同
じ
に
規
律
さ
れ
て
い
る
。

　

第
三
が
、
販
売
業
者
が
販
売
契
約
も
し
く
は
信
用
契
約
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
、
信
用
契
約
締
結
勧
誘
に
際
し
、
不
実
告
知
等
を
し

た
場
合
の
信
用
契
約
取
消
権
。
こ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
、
販
売
業
者
が
与
信
契
約
勧
誘
に
際
し
て
の
不
適
切
な
行
為
を
し
た
こ
と
が
、

一
体
的
清
算
処
理
ル
ー
ル
適
用
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
与
信
契
約
の
取
消
権
は
販
売
業
者
と
い
う
勧
誘
代

行
者
の
行
為
の
与
信
業
者
へ
の
帰
責
と
い
う
形
で
、
与
信
契
約
に
も
（
取
消
権
発
生
）、
販
売
契
約
に
も
（
一
体
的
処
理
へ
の
包
摂
）、

影
響
を
与
え
る
。
他
方
で
は
、
そ
れ
以
外
の
与
信
契
約
解
消
原
因
は
、
一
体
的
処
理
ル
ー
ル
を
発
動
さ
せ
な
い
。
ま
た
、
取
消
権
を
発

生
さ
せ
る
重
要
事
項
は
、
特
商
法
、
割
販
法
と
も
に
契
約
の
動
機
に
も
及
ん
で
お
り
、
両
契
約
の
一
体
的
処
理
は
、
こ
の
側
面
に
も
現

れ
て
い
る
。

四　

現
行
の
個
別
規
定
の
法
欠
缺

　

消
費
者
保
護
を
進
展
さ
せ
る
と
い
う
観
点
で
の
各
類
型
の
拡
張
可
能
性
（
後
掲
五
）
と
も
関
連
す
る
が
、
二
〇
〇
八
年
改
正
後
の
現

行
法
が
有
す
る
法
欠
缺
を
補
充
す
る
な
い
し
は
改
正
の
趣
旨
に
現
実
の
規
定
を
対
応
さ
せ
る
と
い
う
作
業
も
解
釈
学
に
と
っ
て
重
要
で

あ
る
。

　

第
一
類
型
で
言
え
ば
、
信
用
契
約
の
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
に
よ
る
販
売
契
約
の
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
連
動
は
、
信
用
契
約
の
ク
ー
リ
ン
グ

オ
フ
の
際
に
両
契
約
が
有
効
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
販
売
契
約
が
特
商
法
の
規
定
に
よ
り
、
先
に
ク
ー

リ
ン
グ
オ
フ
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
割
販
法
の
要
件
を
満
た
さ
ず
、
連
動
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
経
産
省
の
解
説
書
は
、
清
算

（
7
）
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ル
ー
ル
の
類
推
適
用
を
肯
定
す
る
。

　

第
二
類
型
で
は
ど
う
か
。
こ
こ
で
は
、
一
体
的
清
算
の
ル
ー
ル
適
用
は
、
与
信
契
約
解
除
が
販
売
契
約
の
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
も
し
く

は
過
量
解
除
の
前
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
立
法
者
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
販
売
契
約
が
先
に
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
も
し
く
は
過
量
解

除
さ
れ
る
と
、
特
商
法
上
の
清
算
規
定
が
ま
ず
適
用
さ
れ
、
あ
と
な
ら
ば
、
割
販
法
の
ル
ー
ル
が
優
先
す
る
と
考
え
、
そ
の
調
整
規
定

を
置
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
販
売
契
約
が
先
に
解
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
販
売
業
者
が
購
入
者
に
立
替
金
等
の
返
還
義
務
を
負
う
た

め
、
そ
れ
に
対
応
さ
せ
、
あ
っ
せ
ん
業
者
は
立
替
金
を
購
入
者
か
ら
返
還
請
求
で
き
る
規
定
を
置
き
、
逆
に
、
あ
っ
せ
ん
業
者
は
販
売

業
者
か
ら
は
請
求
で
き
な
い
規
定
を
置
く
。
他
方
で
は
、
与
信
契
約
が
先
に
過
量
解
除
さ
れ
た
場
合
に
は
、
割
販
法
の
一
体
的
清
算
規

定
に
合
わ
せ
て
、
特
商
法
の
役
務
提
供
事
業
者
の
義
務
内
容
を
一
部
変
更
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
規
定
な
ら
び
に
経
産
省
の
解

説
に
対
し
て
は
、
鋭
い
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
解
説
が
調
整
の
必
要
の
根
拠
と
す
る
特
商
法
九
条
六
項
は
、
役
務
提
供

事
業
者
に
限
定
さ
れ
た
規
定
で
あ
り
、
物
品
販
売
事
業
者
に
は
関
係
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
第
三
者
与
信
関
係
を
規
律
対
象
か
ら
除
い
て

い
る
特
商
法
の
性
質
上
、「
役
務
提
供
契
約
に
関
連
し
て
金
銭
を
受
領
」
と
あ
る
場
合
の
金
銭
は
、
与
信
業
者
か
ら
の
立
替
金
受
領
を

含
ま
な
い
と
解
す
る
の
が
、
素
直
か
つ
合
理
的
と
思
わ
れ
る
。
第
一
類
型
と
同
じ
よ
う
に
、
解
消
の
先
後
を
問
わ
ず
、
類
推
適
用
を
介

し
て
、
一
体
的
清
算
ル
ー
ル
を
妥
当
さ
せ
る
こ
と
が
簡
明
で
あ
る
。

　

第
三
類
型
は
ど
う
か
。
与
信
契
約
の
取
消
し
を
し
た
時
点
で
、
販
売
契
約
が
無
効
の
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
先
後
を
問
わ
ず

に
一
体
的
処
理
を
認
め
る
方
向
、
与
信
契
約
の
取
消
し
事
由
を
消
費
者
契
約
五
条
を
介
し
て
不
退
去
も
し
く
は
退
去
妨
害
に
も
と
づ
く

取
消
し
に
も
拡
張
す
る
方
向
が
考
え
ら
れ
る
。

（
8
）

（
9
）
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五　

各
解
消
類
型
の
拡
張
可
能
性

　

そ
れ
で
は
、
各
解
消
類
型
の
適
用
範
囲
の
拡
張
可
能
性
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
二
〇
〇
八
年
改
正
は
、
立
法
担
当
者
も
認
め
る
通
り
、

一
体
的
処
理
の
方
向
へ
向
け
た
改
正
の
最
初
の
一
歩
的
な
も
の
で
あ
り
、
審
議
会
で
の
検
討
に
参
加
し
た
研
究
者
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
観

点
か
ら
の
拡
張
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
一
の
訪
問
販
売
等
に
関
係
す
る
信
用
契
約
の
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
は
、
特
商
法
の
規
律
す
る
諸
特
定
商
取
引
類
型
全
部
で
は
な
く
、

限
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
を
拡
張
す
る
こ
と
が
、
ま
た
、
片
面
的
連
動
を
双
方
的
連
動
に
拡
張
す
る
こ
と
が
、
さ
ら
に
は
、
信
用
契

約
の
態
様
を
個
別
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
以
外
に
も
拡
張
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

第
二
の
過
量
販
売
解
除
権
は
、
特
商
法
、
割
販
法
と
も
に
、
客
観
的
要
件
で
立
法
化
さ
れ
た
が
、
特
商
法
の
要
件
を
主
観
化
す
る
こ

と
で
、
割
販
法
と
の
連
携
（
一
体
的
処
理
）
を
実
現
し
や
す
く
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
対
処
の

必
要
性
が
高
い
訪
問
販
売
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
を
、
さ
ら
に
他
の
特
定
商
取
引
に
拡
張
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

第
三
類
型
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
一
体
的
清
算
ル
ー
ル
適
用
の
前
提
が
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
立
法
者
の
説
明

で
は
、
与
信
契
約
の
取
消
権
発
生
原
因
が
販
売
業
者
へ
の
帰
責
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
、
そ
れ
が
清
算
処
理
に
与
信
契

約
の
み
な
ら
ず
、
販
売
契
約
を
も
巻
き
込
む
こ
と
の
正
当
化
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
両
契
約
の
独
立
性
を
強
調
し
た
立

場
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
逆
に
、
両
契
約
な
い
し
そ
の
給
付
の
客
観
的
依
存
性
、
目
的
手
段
性
を
強
調
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
限
定
は

不
要
と
な
る
。
現
に
、
こ
の
清
算
ル
ー
ル
を
原
則
的
な
も
の
と
考
え
る
立
場
が
あ
り
、
こ
の
立
場
の
基
礎
に
は
、
客
観
的
依
存
性
そ
の

も
の
に
よ
る
正
当
化
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

仮
に
そ
う
考
え
な
い
で
、
一
体
的
処
理
は
上
記
の
限
定
さ
れ
た
場
面
に
限
ら
れ
、
そ
れ
以
外
は
一
般
の
清
算
ル
ー
ル
に
委
ね
ら
れ
る

（
10
）

（
11
）

（
12
）
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と
す
れ
ば
、
こ
の
類
型
は
、
い
わ
ゆ
る
二
重
欠
缺
の
調
整
問
題
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
調
整
は
、
販
売
者
と
消
費
者
、
消
費
者
と
与

信
者
と
い
う
各
契
約
当
事
者
間
で
そ
れ
ぞ
れ
な
さ
れ
る
の
が
原
則
と
な
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
㈠
割
販
法
の
抗
弁
接
続
が
機
能
し
そ

の
限
り
で
の
一
体
性
を
保
護
さ
れ
る
場
面
と
、
㈡
そ
う
で
な
い
場
面
に
分
か
れ
る
。
㈠
の
場
合
に
は
、
消
費
者
の
与
信
者
に
対
す
る
利

得
を
販
売
者
に
対
す
る
利
得
返
還
請
求
権
と
構
成
し
、
与
信
者
は
そ
の
譲
渡
を
請
求
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
㈡
の

場
合
に
は
、
消
費
者
の
与
信
者
に
対
す
る
利
得
は
与
信
相
当
額
と
な
り
、
消
費
者
は
販
売
者
の
無
資
力
リ
ス
ク
を
負
担
し
、
与
信
者
は
、

販
売
者
の
無
資
力
リ
ス
ク
に
加
え
、
消
費
者
の
無
資
力
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

二
契
約
の
い
ず
れ
か
の
み
が
解
消
さ
れ
る
場
合
の
調
整
は
ど
う
か
。
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
の
場
合
は
、
原
則
と
し
て
連
動
す
る
の
で
、

こ
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
無
効
・
取
消
し
な
い
し
解
除
の
場
合
に
生
じ
う
る
。
無
効
・
取
消
し
で
は
、
販
売
契
約
の
み
無
効
の
場
合
と
、

与
信
契
約
の
み
無
効
の
場
合
に
分
か
れ
る
。
販
売
契
約
の
み
無
効
の
場
合
で
は
、
購
入
者
は
販
売
業
者
か
ら
立
替
金
返
還
を
受
け
、
さ

ら
に
は
抗
弁
接
続
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
与
信
業
者
に
対
し
て
支
払
拒
絶
が
で
き
る
。
与
信
契
約
の
み
無
効
の
場
合
で
は
、
購
入

者
は
与
信
業
者
か
ら
立
替
金
相
当
額
の
返
還
請
求
を
受
け
、
既
払
金
返
還
請
求
が
で
き
る
。
解
除
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

　

よ
り
一
般
的
に
は
、
第
一
類
型
で
も
触
れ
た
が
、「
特
商
法
の
諸
類
型
」
に
「
個
別
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
」
と
い
う
、
販
売
、
与
信

の
二
つ
の
要
素
を
そ
れ
ぞ
れ
限
定
し
て
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
限
定
を
外
し
、
一
般
化
す
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
、
後
者
を
一
般
化
し
、
カ
ー
ド
取
引
な
ど
を
包
摂
す
る
と
、
販
売
契
約
と
そ
れ
に
対
す
る
与
信
と
い
う
個
別
的
対
応

関
係
が
と
り
に
く
く
な
る
た
め
の
問
題
を
か
か
え
る
こ
と
に
な
る
（
抗
弁
の
対
抗
問
題
に
お
い
て
、
既
に
発
生
し
て
い
る
問
題
で
あ
り
、

み
な
し
弁
済
な
ど
の
方
法
で
擬
制
的
に
対
応
さ
せ
て
い
る
）。

　

さ
ら
に
、
事
業
者
間
契
約
な
ど
の
場
合
へ
の
拡
張
の
可
否
が
問
題
と
な
る
。
特
商
法
も
割
販
法
も
営
業
の
た
め
の
購
入
も
し
く
は
与

信
を
適
用
排
除
し
て
い
る
た
め
、
清
算
ル
ー
ル
の
直
接
適
用
は
な
い
が
、
類
推
適
用
は
問
題
と
な
り
う
る
。

（
13
）

（
14
）
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六　

消
費
者
保
護
規
定
の
正
当
化

　

二
〇
〇
八
年
改
正
の
割
販
法
で
新
設
さ
れ
た
諸
規
定
を
種
々
の
観
点
か
ら
検
討
し
て
き
た
。
そ
こ
に
共
通
す
る
の
は
、
清
算
に
お
け

る
消
費
者
法
ル
ー
ル
の
内
容
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
基
礎
に
は
、
消
費
者
法
だ
か
ら
、
一
般
法
ル
ー
ル
と
は
異
な
る

ル
ー
ル
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
へ
の
自
明
な
正
当
化
が
置
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
も
う
一
歩
意
識
的
な
検
討
が

必
要
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
消
費
者
の
何
ら
か
の
構
造
的
脆
弱
性
を
個
別
類
型
的
に
析
出
し
た
各
取
引
に
お
け
る
、
ク
ー
リ
ン
グ

オ
フ
権
付
与
に
お
い
て
典
型
的
に
現
れ
る
、
い
わ
ば
特
商
法
的
保
護
と
、
販
売
契
約
と
目
的
手
段
の
関
係
に
あ
る
与
信
契
約
か
ら
見
た
、

一
体
的
清
算
ル
ー
ル
な
ど
の
、
い
わ
ば
割
販
法
的
保
護
が
、
保
護
の
観
点
を
異
に
し
つ
つ
、
関
連
し
つ
つ
並
存
し
て
い
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
特
別
法
で
あ
る
た
め
、
統
合
的
な
連
携
ル
ー
ル
を
形
成
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
事
情
が
あ
る
。

　

保
護
の
対
象
は
、
消
費
者
で
あ
る
が
、
連
鎖
販
売
取
引
や
業
務
誘
引
販
売
取
引
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
、
販
売
等
の
業
務

を
行
う
も
の
が
含
ま
れ
る
。
マ
ル
チ
商
法
や
内
職
商
法
の
被
害
者
は
形
態
と
し
て
は
販
売
等
を
行
う
と
し
て
も
、
そ
の
実
態
が
消
費
者

に
準
ず
る
も
の
と
し
て
、
特
商
法
の
保
護
規
定
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
発
想
を
類
推
す
れ
ば
、
消
費
者
の
定
義
で
論
じ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
情
報
量
や
交
渉
力
の
格
差
の
点
か
ら
消
費
者
に
準
じ
う
る
保
護
対
象
、
例
え
ば
中
小
企
業
、
個
人
事
業
者
、
非
営
利
法

人
な
ど
へ
の
拡
大
が
考
え
ら
れ
る
。

＊　

本
稿
は
、
全
国
銀
行
学
術
研
究
振
興
財
団
二
〇
一
一
年
度
助
成
金
（
研
究
テ
ー
マ
、
消
費
者
複
合
契
約
の
清
算
と
不
当
利
得
）
の
成
果
の
一
部

で
あ
る
。
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複
合
契
約
と
い
う
用
語
の
多
義
性
に
つ
い
て
は
、
岡
本
裕
樹
・
加
賀
山
還
暦
『
市
民
法
の
新
た
な
挑
戦
』（
二
〇
一
三
年
）
五
二
三
頁
以
下
。

ま
た
、
多
角
的
法
律
関
係
な
い
し
三
角
取
引
（
多
角
取
引
）
と
い
う
観
点
か
ら
の
研
究
も
あ
る
。
椿
・
中
舎
編
『
多
角
的
法
律
関
係
の
研
究
』

（
二
〇
一
二
年
）、
椿
寿
夫
・
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
四
八
号
四
頁
、
一
〇
五
〇
号
四
四
頁
、
一
〇
五
一
号
四
一
頁
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
欧
米
は
、
販
売
と
与
信
が
別
契
約
で
あ
る
こ
と
は
同
じ
と
し
て
も
、
関
連
の
態
様
が
、
日
本
の
割
販
法
で
言
え
ば
、

ロ
ー
ン
提
携
販
売
に
当
た
る
の
に
対
し
、
日
本
の
普
及
の
現
状
は
、
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
が
大
部
分
で
あ
る
違
い
が
あ
り
、
以
下
の
議
論
に
お
い

て
も
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

P.H
eerm

ann, D
rittfinanzierte Erw

erbsgeschäfte: Entw
icklung der Rechtsfigur des trilateralen Synallagm

as auf der 
Grundlage deutscher und U

.S.-am
erikanischer Rechtsentw

icklungen, 1998.

売
買
に
お
け
る
売
主
が
消
費
貸
借
の
契
約
仲
介
者
と
し

て
機
能
す
るB-Geschäft
を
、
ヘ
ル
マ
ン
は
三
面
・
条
件
付
シ
ナ
ラ
グ
マ
関
係
（trilaterales konditionelles Synallagm

a

）
と
捉
え
、
三
つ

の
給
付
連
鎖
の
一
つ
が
無
効
と
な
る
と
、
他
の
二
つ
も
合
わ
せ
て
無
効
と
な
り
、
各
当
事
者
間
で
の
返
還
関
係
を
生
じ
さ
せ
る
と
理
解
す
る
。
す

な
わ
ち
、
消
費
貸
借
に
つ
い
て
は
、
銀
行
と
売
主
、
売
買
客
体
に
つ
い
て
は
、
売
主
と
割
賦
買
主
、
既
払
の
分
割
返
済
金
に
つ
い
て
は
、
買
主
と

銀
行
間
に
お
い
て
。
し
か
も
、
こ
の
返
還
関
係
は
、
消
費
者
保
護
に
よ
る
求
償
貫
徹
で
は
な
く
、
条
件
付
シ
ナ
ラ
グ
マ
の
原
則
の
帰
結
と
し
て
、

商
業
目
的
の
買
主
に
も
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
他
方
、
買
主
が
売
主
に
頭
金
を
支
払
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
給
付
は
三
面
シ
ナ
ラ
グ
マ
に
よ
っ
て

は
把
握
さ
れ
ず
、
売
買
当
事
者
間
で
返
還
さ
れ
る
（
以
上
は
、S.252f.

）。

拙
稿
・
阪
大
法
学
六
一
巻
三
・
四
号
（
二
〇
一
一
年
）
七
二
九
頁
以
下
。

拙
稿
・
阪
大
法
学
六
四
巻
五
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
〇
二
一
頁
以
下
。

し
た
が
っ
て
、
立
法
者
の
説
明
（
経
済
産
業
省
商
務
情
報
政
策
局
取
引
信
用
課
編
『
平
成
20
年
版
割
賦
販
売
法
の
解
説
』（
二
〇
〇
九
年
）

一
九
七
頁
）
に
よ
れ
ば
、
特
商
法
に
お
い
て
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
通
信
販
売
に
つ
い
て
は
、
割
販
法
に
お
い
て
も
、
ク
ー
リ

ン
グ
オ
フ
は
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

同
時
の
場
合
は
、「
現
に
効
力
を
有
す
る
」
の
要
件
を
満
た
す
と
さ
れ
る
。

圓
山
茂
夫
『
詳
解
特
定
商
取
引
法
の
理
論
と
実
務
』〔
第
3
版
〕（
二
〇
一
四
年
）
二
四
七
頁
、
二
七
五
頁
。
な
お
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
消

費
者
問
題
対
策
委
員
会
編
『
改
正
特
商
法
・
割
販
法
の
解
説
』（
二
〇
〇
九
年
）
一
四
五
頁
は
、
こ
の
規
定
は
注
意
規
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
民

事
ル
ー
ル
を
別
途
作
る
趣
旨
で
は
な
い
と
理
解
し
て
い
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）
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前
掲
・
日
弁
連
解
説
（
注
（
8
））
一
四
五
頁
。

前
掲
・
経
産
省
割
販
法
の
解
説
（
注
（
6
））
二
一
六
頁
は
、
消
費
者
の
契
約
締
結
意
思
に
瑕
疵
は
な
い
こ
と
か
ら
、
契
約
は
一
旦
有
効
に

成
立
し
、
そ
の
解
消
の
た
め
の
法
定
解
除
権
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

前
掲
・
経
産
省
割
販
法
の
解
説
二
二
二
頁
以
下
。
個
別
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
の
み
が
包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
と
比
べ
、
こ
の
場
合
に
よ
り

重
い
負
担
を
負
う
理
由
は
、
個
別
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
業
者
と
販
売
業
者
と
の
間
に
は
よ
り
密
接
な
関
連
が
あ
り
、
よ
り
徹
底
し
て
販
売
業
者
を

調
査
可
能
で
あ
る
事
情
を
挙
げ
る
。
ま
た
、
特
商
五
類
型
に
与
信
し
た
場
合
に
限
定
す
る
理
由
を
、
典
型
的
に
消
費
者
被
害
が
発
生
し
や
す
い
場

合
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
購
入
の
場
合
と
比
べ
て
、
よ
り
重
い
責
任
を
負
担
さ
せ
て
も
不
当
と
は
言
え
な
い
と
し
て
、
被
害
の
頻
度
の

み
に
依
拠
し
た
や
や
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
の
説
明
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
連
動
に
対
応
す
る
制
度
を
設
け
な
い
点
も
、
ク
ー
リ

ン
グ
オ
フ
で
は
連
動
は
、
与
信
契
約
の
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
時
に
、
販
売
契
約
の
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
期
間
が
経
過
し
て
い
る
場
合
を
考
え
て
設
計
さ

れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
取
消
し
で
は
、
そ
の
よ
う
な
酷
な
事
態
は
生
ぜ
ず
、
与
信
契
約
の
み
を
取
り
消
す
と
い
う
事
態
は
も
と
も
と
予
定
さ
れ

て
い
る
と
す
る
。

前
掲
・
日
弁
連
解
説
一
四
四
頁
。

前
掲
・
拙
稿
阪
大
法
学
六
一
巻
三
・
四
号
七
四
〇
頁
。

例
え
ば
、
鈴
木
尉
久
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
利
用
の
特
定
継
続
的
役
務
提
供
契
約
の
中
途
解
約
時
の
清
算
」『
弁
護
士
実
務
研
究
』（
藤
井
還
暦
記

念
）（
二
〇
一
二
年
）
二
〇
五
頁
以
下
は
、
表
題
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
規
定
が
な
い
た
め
、
中
途
解
約
権
行
使
の
後
の
清
算
が
、
消
費
者
と
役

務
提
供
業
者
の
間
に
と
ど
ま
る
問
題
を
扱
っ
た
後
、
消
費
者
保
護
の
観
点
で
、
解
除
の
連
動
や
一
体
的
清
算
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
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